
船舶事故調査報告書 

平成２９年１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年７月１０日 ０３時３０分ごろ 

発生場所 石川県加賀
か が

市橋立
はしだて

港沖の島防波堤西端南東方沖 

 橋立港沖の島防波堤西灯台から真方位１３０°２００ｍ付近 

 （概位 北緯３６°２１.５′ 東経１３６°１９.０′） 

事故の概要  漁船泰平
たいへい

丸は、伝馬船泰平
たいへい

丸をえい
．．

航して北東進中、また、漁船

光恵
み つ え

丸は、南西進中、伝馬船泰平丸と光恵丸が衝突した。 

事故調査の経過 平成２８年７月２５日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 泰平丸、１１トン 

   ＩＫ２－５６３７（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ 伝馬船 泰平丸、０.７トン 

   なし、個人所有 

Ｃ 漁船 光恵丸、４.３６トン 

   ＩＫ３－１７８３１（漁船登録番号）、個人所有 

   第２４４－１７３４２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型 

Ｃ 船長Ｃ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷船首部に亀裂等 

Ｃ 右舷船首部に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、舷灯１対、マスト灯及び船尾

灯各１個を点灯して無人で無灯火のＢ船をえい
．．

航して引船列（以下

「Ａ船引船列」という。）を構成し、船長Ａが操船して橋立漁港の係

留地から出航した。 

Ａ船引船列は、橋立港沖の島防波堤南方沖を北東進中、船長Ａが、

船首方に光が見えたので方位及び距離を確認しようとしたところ、光

が右舷方に移動しているように思い、舵を左に取り、クラッチレバー

を停止としたものの、Ｂ船の右舷船首とＣ船の右舷船首とが衝突し

た。 

 Ｃ船は、船長Ｃが 1 人で乗り組み、両色灯、マスト灯及び船尾灯各

１個を点灯して橋立港沖の島防波堤の北東方から橋立漁港に入港しよ

うと南西進中、船長Ｃが前方約３０～４０ｍに紅灯を見た後、緑灯を



認め、右舷対右舷でＡ船を通過したところ、衝撃を感じ、Ｂ船と衝突

した。 

分析  Ａ船引船列は、船長Ａが、無灯火のＢ船をえい
．．

航していたことか

ら、Ｂ船とＣ船が衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、夜間、Ｂ船に法定の灯火を表示していなかったことか

ら、Ｂ船をえい
．．

航してはならなかった。 

 Ｃ船は、船長Ｃが、前方にＡ船の舷灯を認めたものの、Ｂ船が無灯

火であったことから、その存在に気付かずに航行し、Ｂ船と衝突した

ものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、橋立漁港において、Ａ船引船列が北東進中、船長

Ａが無灯火のＢ船をえい
．．

航していたため、Ｂ船とＣ船が衝突したもの

と考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・夜間、船舶その他の物件をえい
．．

航する際は、法定灯火を点灯する

こと。 

 


